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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信端末と受信端末の間で実行されている通信処理である第１通信処理と並列に実行可
能な通信処理である第２通信処理を決定する通信制御装置において実行される通信制御方
法であって、
　前記第２通信処理で送信される信号が前記受信端末に受信されても前記第１通信処理に
支障が生じないような前記信号の送信電力の条件を決定し、
　決定された条件を満たす送信電力で送信される信号が到達可能な端末の中から前記第２
通信処理の宛先を決定し、
　前記第１通信処理の終了予定時刻を推定し、
　推定された終了予定時刻までに前記第２通信処理が終了するように前記第２通信処理を
実行する
　ことを特徴とする通信制御方法。
【請求項２】
　送信電力の条件は、第２通信処理で送信される信号の第１通信処理の受信端末での信号
強度が、前記第１通信処理で送信された信号の前記受信端末での信号強度よりも所定の割
合以上小さいことである
　請求項１記載の通信制御方法。
【請求項３】
　第１通信処理の受信端末から転送される、前記第１通信処理で送信された信号の前記受
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信端末での信号強度を示すデータを用いて送信電力の条件を決定する
　請求項１または請求項２記載の通信制御方法。
【請求項４】
　第１通信処理の送信端末が前記第１通信処理で送信した信号を用いて送信電力の条件を
決定する
　請求項１または請求項２記載の通信制御方法。
【請求項５】
　第１通信処理の受信端末から転送される、前記第１通信処理の実行予定時間を示すデー
タを用いて前記第１通信処理の終了予定時刻を推定する
　請求項１記載の通信制御方法。
【請求項６】
　送信端末と受信端末の間で実行されている通信処理である第１通信処理と並列に実行可
能な通信処理である第２通信処理を決定する通信制御装置であって、
　前記第２通信処理で送信される信号が前記受信端末に受信されても前記第１通信処理に
支障が生じないような前記信号の送信電力の条件を決定する送信電力決定部と、
　決定された条件を満たす送信電力で送信される信号が到達可能な端末の中から前記第２
通信処理の宛先を決定する宛先決定部と、
　前記第１通信処理の終了予定時刻を推定し、推定された終了予定時刻までに前記第２通
信処理が終了するように前記第２通信処理を実行する制御部とを備える
　ことを特徴とする通信制御装置。
【請求項７】
　送信電力の条件は、第２通信処理で送信される信号の第１通信処理の受信端末での信号
強度が、前記第１通信処理で送信された信号の前記受信端末での信号強度よりも所定の割
合以上小さいことである
　請求項６記載の通信制御装置。
【請求項８】
　送信端末と受信端末の間で実行されている通信処理である第１通信処理と並列に実行可
能な通信処理である第２通信処理を決定するコンピュータで実行される通信制御プログラ
ムであって、
　前記コンピュータに、
　前記第２通信処理で送信される信号が前記受信端末に受信されても前記第１通信処理に
支障が生じないような前記信号の送信電力の条件を決定する条件決定処理、
　決定された条件を満たす送信電力で送信される信号が到達可能な端末の中から前記第２
通信処理の宛先を決定する宛先決定処理、
　前記第１通信処理の終了予定時刻を推定する推定処理、および
　推定された終了予定時刻までに前記第２通信処理が終了するように前記第２通信処理を
実行する実行処理
　を実行させるための通信制御プログラム。
【請求項９】
　送信電力の条件は、第２通信処理で送信される信号の第１通信処理の受信端末での信号
強度が、前記第１通信処理で送信された信号の前記受信端末での信号強度よりも所定の割
合以上小さいことである
　請求項８記載の通信制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信制御方法、通信制御装置および通信制御プログラムに関し、特に無線通
信における送信電力を調整できる通信制御方法、通信制御装置および通信制御プログラム
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　各種産業におけるデジタル技術の普及と共に、振動、温度、湿度等の各種のセンサ情報
を収集して産業における生産性を向上させる取り組みが増加している。特に、製造工場等
では高機能な通信機器等の一部の機器の情報が収集されることによって運用管理の効率化
が行われている。デジタル技術の普及に伴い、より多くの機器の情報が収集される運用管
理が行われることが検討されている。
【０００３】
　また、各種産業において無線通信の利用も普及している。特に、Wi-Fi(登録商標) 規格
(IEEE(登録商標)802.11)の無線通信は、使用にあたって免許が不要であるため、多くの産
業で利用されている。
【０００４】
　なお、Wi-Fi 規格の無線通信に対して、LoRa( 登録商標) 、SIGFOX( 登録商標) 、Wi-S
UN( 登録商標) 等の、通信距離が長いLPWA(Low Power Wide Area) の通信規格が採用され
た無線通信の利用も今後普及することが考えられる。
【０００５】
　無線通信の資源が多数のセンサに共有されて使用されている場合、多数のセンサが同時
に無線通信を実行すると無線通信の信号同士が衝突する可能性がある。無線通信の信号同
士の衝突が発生すると、通信効率が低くなるという課題がある。上記の課題は、Hidden n
ode problem 、およびExposed node problemとして知られている。
【０００６】
　また、センサは、センサ情報が記載された短いデータまたはフレームを送信する場合が
多い。すなわち、センサ情報の送信が頻繁に行われるため、DCF(Distributed Coodinatio
n Function) 方式等の通信の実行に多くの手順を要する方式が採用された無線通信をセン
サが実行する場合、通信効率が低くなるという課題がある。
【０００７】
　一般的なDCF 方式が採用された無線通信では、通信端末（以下、単に端末ともいう。）
が通信エリア内の他の全ての端末と通信可能であることが、通信が実行される前提条件で
ある。少なくともアクセスポイントは、通信エリア内の他の全ての端末と通信できる。
【０００８】
　例えば、Wi-Fi 規格の無線通信では、アクセスポイントが、CTS(Clear to Send)信号（
以下、単にCTS という。）を使用して、次にアクセスポイントに信号を送信する端末を通
信エリア内に広告する。なお、広告は、ブロードキャスト通信に相当する処理である。
【０００９】
　CTS が使用された広告が行われることによって、通信エリア内では、１つの端末のみが
アクセスポイントに信号を送信する。すなわち、通信エリア内で有効な通信を実行できる
端末は、１つだけである。
【００１０】
　図１１は、一般的なDCF 方式が採用された無線通信における信号の到達範囲の例を示す
説明図である。図１１に示す二重円は、アクセスポイント９０２を表す。また、図１１に
示す白色の円は、アクセスポイント９０２と通信可能な端末を表す。また、図１１に示す
黒色の円は、現在アクセスポイント９０２と通信中の端末を表す。すなわち図１１は、所
定の通信エリア内に複数の端末が存在していることを示す。
【００１１】
　また、図１１に示す各端末とアクセスポイント９０２を結ぶ線は、通信エリア内の各端
末からアクセスポイント９０２に向けた通信（より具体的には、通信の際に信号が送信さ
れる様子）を表す。すなわち、アクセスポイント９０２には、多くの通信信号が集中する
。また、図１１に示す端末９０１からアクセスポイント９０２へ向かう矢印は、端末９０
１からアクセスポイント９０２への通信信号を表す。
【００１２】
　図１１に示す２つの破線の円は、複数の端末のうちの１つの端末である端末９０１の送
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信信号の到達範囲９００１および到達範囲９００２をそれぞれ表す。到達範囲９００１お
よび到達範囲９００２は、端末９０１が通信可能な通信エリアである。
【００１３】
　到達範囲９００１および到達範囲９００２は、端末９０１がアクセスポイント９０２に
信号を送信する際の送信信号の到達範囲の例である。なお、図１１に示す各表記の意味は
、他の図においても同様である。
【００１４】
　到達範囲９００１は、アクセスポイント９０２と通信可能な通信エリア内の全ての端末
に到達可能な送信電力で端末９０１が信号を送信した場合の到達範囲である。端末９０１
が上記の送信電力で信号を送信する場合、通信エリア内の全ての端末は、キャリアセンス
する（チャンネルが空いているか否かを調べる）ことによって端末９０１が信号を送信し
ていることを検出できる。このため、他の端末は、端末９０１による送信処理が実行され
ている間、信号の送信を避けることによって、送信信号同士の衝突の発生を防ぐことがで
きる。
【００１５】
　また、到達範囲９００２は、アクセスポイント９０２に到達可能な最小の送信電力で端
末９０１が信号を送信した場合の到達範囲である。すなわち、端末９０１の送信信号の到
達範囲は、到達範囲９００２よりも大きく、到達範囲９００１よりも小さい。
【００１６】
　端末９０１が上記の送信電力で信号を送信する場合、端末９０１の送信信号の到達範囲
９００２に含まれない端末が、通信エリア内に存在する。到達範囲９００２に含まれない
端末は、端末９０１が信号を送信していることを検出できない。
【００１７】
　すなわち、到達範囲９００２に含まれない端末は、端末９０１による送信処理が実行さ
れている間、アクセスポイント９０２に信号を送信する可能性がある。信号が送信される
と、送信信号同士の衝突が発生してしまう恐れがある。
【００１８】
　端末が送信電力を調整しない場合であっても、DCF 方式では、アクセスポイント９０２
が、自身の通信エリア内のいずれかの端末が信号を送信することを示すCTS を通信エリア
内の全ての端末に送信する。上述したように、例えば端末９０１が信号を送信することが
記載されたCTS が送信されると、通信エリア内の端末９０１以外の端末による送信処理は
抑制される。
【００１９】
　そこで、通信が排他的に制御されるDCF 方式が採用された無線通信を多くの無線通信装
置が効率よく実行するために、隣接する複数のアクセスポイント間の影響を軽減すること
が検討されている。
【００２０】
　例えば、非特許文献１に記載されているシスコシステムズ社が開発したCisco(登録商標
) Wireless LAN Controller には、アクセスポイント間の電波干渉を考慮して、各アクセ
スポイントの出力を調整する方式が採用されている。
【００２１】
　また、無線通信を多くの無線通信装置が効率よく実行するために、無線アドホック通信
や、無線メッシュネットワーク等が研究されている。無線アドホック通信や無線メッシュ
ネットワークは、主に信号強度が十分に得られる通信経路の中から最短経路を選択する通
信技術である。
【００２２】
　しかし、上記の通信技術は、無線通信装置の信号の送信タイミングを制御する機能を提
供しない。また、上記の通信技術が使用されて通信経路が選択される場合、選択された通
信経路が全ての無線通信装置に共有される。無線通信装置の位置が変化しない限り、無線
通信装置に共有される通信経路は、固定される。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２３】
【非特許文献１】"Cisco Wireless LAN Controller" 、[online]、Cisco 、[ 平成29年 7
月27日検索] 、インターネット<http://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/wi
reless/4100-series-wireless-lan-controllers/product_data_sheet0900aecd802570b0.h
tml>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　DCF 方式が採用された無線通信における第１の問題点は、無線通信エリア内で１組の端
末しか無線通信を実行できないように規定されているため、無線電波の利用効率が低くな
ることである。
【００２５】
　仮に２組以上の端末が無線通信を実行できるように規定されたとしても、各端末は、無
線通信エリア内で既に実行中の無線通信に対する影響が十分に小さくなる無線通信におけ
る送信電力および宛先を把握していない。このため、DCF 方式等、一定の品質が保たれた
通信が実行されている通信エリアと重複するエリア内で、他の端末は、並列に無線通信を
実行できない。
【００２６】
　仮に無線通信に対する影響が十分に小さくなる無線通信における送信電力および宛先を
把握したとしても、各端末は、無線通信エリア内で既に実行中の無線通信における受信側
が信号を受信した時の信号強度を把握していない。このため、既に実行中の無線通信にお
ける受信側に対する影響が十分に小さくなる無線通信における送信電力および宛先を決定
できないため、他の端末は、並列に無線通信を実行できない。
【００２７】
　非特許文献１に記載されている製品や、無線アドホック通信等の通信技術は、効率的な
無線通信の実行を目的とする。しかし、無線通信を並列に実行することや、無線通信が実
行される空間における通信量の総和を最大化することは、想定されていない。
【００２８】
［発明の目的］
　そこで、本発明は、上述した課題を解決する、既に実行中の無線通信の無線通信エリア
内で実行中の無線通信に支障を来すことなく無線通信を並列に実行できる通信制御方法、
通信制御装置および通信制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明による通信制御方法は、送信端末と受信端末の間で実行されている通信処理であ
る第１通信処理と並列に実行可能な通信処理である第２通信処理を決定する通信制御装置
において実行される通信制御方法であって、第２通信処理で送信される信号が受信端末に
受信されても第１通信処理に支障が生じないような信号の送信電力の条件を決定し、決定
された条件を満たす送信電力で送信される信号が到達可能な端末の中から第２通信処理の
宛先を決定し、第１通信処理の終了予定時刻を推定し、推定された終了予定時刻までに第
２通信処理が終了するように第２通信処理を実行することを特徴とする。
【００３０】
　本発明による通信制御装置は、送信端末と受信端末の間で実行されている通信処理であ
る第１通信処理と並列に実行可能な通信処理である第２通信処理を決定する通信制御装置
であって、第２通信処理で送信される信号が受信端末に受信されても第１通信処理に支障
が生じないような信号の送信電力の条件を決定する送信電力決定部と、決定された条件を
満たす送信電力で送信される信号が到達可能な端末の中から第２通信処理の宛先を決定す
る宛先決定部と、第１通信処理の終了予定時刻を推定し、推定された終了予定時刻までに
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第２通信処理が終了するように第２通信処理を実行する制御部とを備えることを特徴とす
る。
【００３１】
　本発明による通信制御プログラムは、送信端末と受信端末の間で実行されている通信処
理である第１通信処理と並列に実行可能な通信処理である第２通信処理を決定するコンピ
ュータで実行される通信制御プログラムであって、コンピュータに、第２通信処理で送信
される信号が受信端末に受信されても第１通信処理に支障が生じないような信号の送信電
力の条件を決定する条件決定処理、決定された条件を満たす送信電力で送信される信号が
到達可能な端末の中から第２通信処理の宛先を決定する宛先決定処理、第１通信処理の終
了予定時刻を推定する推定処理、および推定された終了予定時刻までに第２通信処理が終
了するように第２通信処理を実行する実行処理を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、既に実行中の無線通信の無線通信エリア内で実行中の無線通信に支障
を来すことなく無線通信を並列に実行できる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明による通信システムの第１の実施形態の構成例を示す説明図である。
【図２】第１の実施形態の通信端末の構成例を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態の端末Ｃによる通信処理の動作を示すフローチャートである。
【図４】無線通信システム１０で実行される通信の時間関係の例を示す説明図である。
【図５】無線通信システム１０で実行される通信の時間関係の他の例を示す説明図である
。
【図６】無線通信システム２０で実行される通信の例を示す説明図である。
【図７】無線通信システム２０で実行される通信の他の例を示す説明図である。
【図８】端末２０３による送信端末の位置の推定の例を示す説明図である。
【図９】無線通信システム２０で実行される通信の他の例を示す説明図である。
【図１０】本発明による通信制御装置の概要を示すブロック図である。
【図１１】一般的なDCF 方式が採用された無線通信における信号の到達範囲の例を示す説
明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
実施形態１．
［構成の説明］
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。図１は、本発明による通信シス
テムの第１の実施形態の構成例を示す説明図である。
【００３５】
　本実施形態の無線通信システム１０に含まれる各端末は、自律分散的に送信電力を決定
する。また、本実施形態の無線通信システム１０では、電波が到達する空間が分割されて
扱われ、分割された空間毎に並列に無線通信が実行される。すなわち、無線通信システム
１０に含まれる各端末は、通信処理を協調して制御できる。
【００３６】
　図１に示すように、本実施形態の無線通信システム１０は、端末Ａと、端末Ｂと、端末
Ｃと、端末Ｘとを含む。図１に示す例では、所定の空間において無線通信システム１０に
含まれる端末Ａ、端末Ｂ、端末Ｃ、端末Ｘがそれぞれ無線通信を実行する。なお、端末Ｃ
が本実施形態の端末である。また、端末Ａ、端末Ｂ、端末Ｘは、それぞれ一般的な無線通
信装置である。なお、端末Ａ、端末Ｂ、端末Ｘが、本実施形態の端末でもよい。
【００３７】
　端末Ａは、例えばセンサデバイスである。端末Ｂは、例えばゲートウェイである。また
、端末Ｂは、アクセスポイントとしての機能を有する。また、端末Ｃおよび端末Ｘは、例
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えばノートＰＣ（パーソナルコンピュータ）やスマートフォンである。本実施形態では、
アクセスポイントも無線通信の信号の宛先とされる端末の１つとして扱われる。
【００３８】
　図１に示す例では、端末Ａがアクセスポイントを介して、すなわち端末Ｂを介して無線
通信を実行する。なお、端末Ｃおよび端末Ｘも、アクセスポイントを介して無線通信を実
行してもよい。
【００３９】
　また、図１の右に示す破線の楕円１００１は、端末Ａの送信信号の到達範囲（以下、到
達範囲１００１という。）を表す。到達範囲１００１は、端末Ａが他の端末に信号を送信
した時に、他の端末が受信信号を基に受信データを復元可能な範囲でもある。
【００４０】
　同様に、図１の左に示す破線の楕円１００２は、端末Ｃの送信信号の到達範囲（以下、
到達範囲１００２という。）を表す。また、図１に示す実線の楕円１００３は、アクセス
ポイントである端末Ｂの送信信号の到達範囲（以下、到達範囲１００３という。）を表す
。
【００４１】
　端末は、DCF 方式に従って、ランダムに算出されたバックオフ時間の経過中に他の端末
が通信を実行していることを検出しなかった場合にデータを送信する。なお、バックオフ
は、複数の無線通信装置が同時に送信を開始することによってフレーム同士が衝突するこ
とを回避するための送信待機処理である。バックオフアルゴリズムでは、複数の無線通信
装置に平等に通信の機会が与えられるように乱数が使用される。
【００４２】
　本実施形態では、端末Ａとアクセスポイント（端末Ｂ）の間で通信が実行されている間
に、端末Ｂの通信エリア内において端末Ｃと端末Ｘの間で並列に通信を実行することを考
える。
【００４３】
　図２は、第１の実施形態の通信端末の構成例を示すブロック図である。図２に示すよう
に、通信端末１００は、アプリケーション処理部（以下、アプリ処理部という。）１１０
と、送受信制御部１２０と、同時送信宛先決定部１３０と、受信信号リスト記憶部１４０
と、電波干渉管理部１５０と、無線通信制御部１６０とを有する。
【００４４】
　上述したように、図１に示す端末Ｃの構成は、図２に示す通信端末１００の構成と同様
である。また、図１に示す端末Ａ、端末Ｂ、端末Ｘの各構成も、図２に示す通信端末１０
０の構成と同様でもよい。
【００４５】
　アプリ処理部１１０は、送信対象のデータ、受信対象のデータ、または転送対象のデー
タを決定する機能を有する。また、送受信制御部１２０は、同時送信宛先決定部１３０か
ら指定された宛先と送信電力に基づいて送信処理を実行する機能を有する。
【００４６】
　なお、本実施形態の送信処理は、「送信」に特化して説明する時の通信処理の別称であ
る。以下、別の通信処理が実行されている間に実行される送信処理を、第２通信処理とも
いう。また、第２通信処理に対して、既に実行されている別の通信処理を第１通信処理と
もいう。
【００４７】
　送受信制御部１２０は、アプリ処理部１１０から入力された送信対象のデータを、フレ
ーム化した上で送信する。送受信制御部１２０は、送信待ちデータの宛先リストの中から
、所定の通信時間内に指定された送信電力で指定された宛先へ送信可能なデータを選択す
る。送受信制御部１２０は、選択されたデータを宛先に送信する。
【００４８】
　同時送信宛先決定部１３０は、受信信号リスト記憶部１４０に記憶されている情報に基



(8) JP 6901002 B2 2021.7.14

10

20

30

40

50

づいて、実行されても現在実行中の通信に対する影響が小さい通信の宛先と送信電力を決
定する機能を有する。
【００４９】
　具体的には、同時送信宛先決定部１３０は、実行されても現在実行中の通信に支障が生
じないような通信の宛先と送信電力を決定する。なお、同時送信宛先決定部１３０は、送
信電力の条件を決定してもよい。
【００５０】
　例えば、同時送信宛先決定部１３０は、現在実行中の通信の通信時間、アクセスポイン
トが信号を受信した時の信号強度、およびSN比を推定する。同時送信宛先決定部１３０は
、推定された結果と、送信対象の他の端末との距離とに基づいて通信端末１００が現在実
行中の通信と並列に信号を送信してもアクセスポイントに影響がない送信電力と宛先を決
定する。
【００５１】
　受信信号リスト記憶部１４０は、通信端末１００が受信した受信信号の信号強度を、信
号を送信した送信元毎に記憶する機能を有する。受信信号リスト記憶部１４０は、例えば
受信信号の信号強度の最大値、平均値、分散を記憶する。なお、受信信号リスト記憶部１
４０は、信号強度と共にSN比を記憶してもよい。
【００５２】
　電波干渉管理部１５０は、通信端末１００が受信した受信信号の信号強度を送信元毎に
計測する機能を有する。電波干渉管理部１５０は、計測された信号強度の値を受信信号リ
スト記憶部１４０に格納する。
【００５３】
　無線通信制御部１６０は、無線通信を実行する機能を有する。例えば、無線通信制御部
１６０は、送受信制御部１２０から入力されたフレームを無線通信において転送する。ま
た、無線通信制御部１６０は、端末間で実行されている通信を検出する機能も有する。
【００５４】
　本実施形態の端末Ｃの同時送信宛先決定部１３０は、例えば以下のように、端末Ａと端
末Ｂの間で実行される通信への影響が小さく、かつ端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信
からの影響も小さいような信号が送信される宛先Ｘを決定する。
【００５５】
　C transmits to a node ∃X with power P s.t. P(C, X, B) < P(A, B, B), P(C, X, X
) > P(A, B, X)　 ・・・式（１）
【００５６】
　なお、例えば信号強度P(N, M, L)は、端末Ｎから端末Ｍに送信された信号の端末Ｌで受
信された時の信号強度を表す。信号強度P(N, M, L)は、例えば距離に対する電波減衰のモ
デルを用いて、以下の式で求められる。
【００５７】
　P(N, M, L) = RSSI(d) = A － 10Blog10(d)　・・・式（２）
【００５８】
　なお、式（２）におけるｄは、端末Ｎと端末Ｌの間の距離である。また、Ａは、端末Ｎ
から１ｍ離れた場所で受信された信号の信号強度である。また、Ｂは、定数である。なお
、遮蔽物や反射物が多い場所で送信される信号の信号強度の推定には、他の信号強度モデ
ルが用いられてもよい。
【００５９】
　なお、端末Ｃの同時送信宛先決定部１３０は、端末Ｂが端末Ａから信号を受信した時の
信号強度の履歴に基づいて端末Ｂが端末Ａから信号を受信する時の信号強度の範囲を推定
してもよい。また、同時送信宛先決定部１３０は、推定された信号強度の範囲よりも十分
に信号強度が小さくなる送信電力で送信される信号が到達可能な端末を送信処理の宛先に
決定してもよい。
【００６０】
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　また、端末Ｃの無線通信制御部１６０は、端末Ａからのフレームを端末Ｂが受信した時
の信号強度、SN比、および通信時間を示す情報が格納されたデータを、通信エリア内の他
の端末に広告してもよい。
【００６１】
［動作の説明］
　以下、本実施形態の端末Ｃが通信を実行する動作を図３を参照して説明する。図３は、
第１の実施形態の端末Ｃによる通信処理の動作を示すフローチャートである。図３は、通
信が開始されてから通信が終了するまでの端末Ｃの動作を示す。
【００６２】
　なお、本例における端末Ａ、端末Ｂ、端末Ｃ、および端末Ｘの各構成は、図２に示す通
信端末１００の構成である。
【００６３】
　図３に示す通信処理が実行される前の無線通信システム１０の状況は、端末Ａと端末Ｃ
が含まれるいくつかの端末が送信待ちのデータを保有しており、かつキャリアセンスを実
行しているという状況である。
【００６４】
　図３に示す通信処理は、端末Ｃが端末Ａから端末Ｂへの通信を検出し、検出された通信
に影響を与えずに並列にデータを送信する処理の例である。また、図３に示す通信処理は
、各端末の送信電力と位置が既知の情報である場合の処理の例である。すなわち、本例で
は、端末Ｃは、任意の送信側の端末が任意の受信側の端末に信号を送信した際の受信側の
受信信号の信号強度を算出できる。
【００６５】
　端末Ｃの無線通信制御部１６０は、キャリアセンスしながら送信処理の実行を待機する
（ステップS101）。具体的には、無線通信制御部１６０は、通信電波を観察することによ
って、他の端末が信号を送信しているか否かを確認する。
【００６６】
　端末Ａがバックオフ時間を終え、端末Ｂに向けた信号の送信を開始する。すなわち、端
末Ａと端末Ｂの間で通信が開始される（ステップS102）。なお、端末Ａは、送信電力が記
載されたRTS(Request to Send)信号（以下、単にRTS という。）を端末Ｂに送信してもよ
い。
【００６７】
　一般的なDCF 方式が採用された無線通信において、端末Ｃは、端末Ａが通信を開始した
時点でバックオフを中止し、端末Ａが通信を終えた時である次の送信機会を待つ。しかし
、本実施形態の端末Ｃは、端末Ａが通信を開始してもバックオフを継続して実行する。
【００６８】
　次いで、端末Ｂの無線通信制御部１６０が、CTS を広告する。CTS には、端末Ａからの
送信信号が受信された時の信号強度P(A, B, B)が電波干渉管理部１５０により記載されて
いる。
【００６９】
　CTS を受信することによって、端末Ｃの同時送信宛先決定部１３０は、端末Ａからの信
号を端末Ｂが受信した時の信号強度P(A, B, B)を把握する（ステップS103）。なお、同時
送信宛先決定部１３０は、CTS に依らずに信号強度P(A, B, B)を自ら推定してもよい。例
えば、各端末の位置を把握している場合、同時送信宛先決定部１３０は、端末間の距離に
基づいて信号強度P(A, B, B)を推定できる。
【００７０】
　次いで、端末Ｃの同時送信宛先決定部１３０は、端末Ｃから端末Ｘに送信された信号が
端末Ｂで受信された時の信号強度P(C, X, B)が、信号強度P(A, B, B)よりも十分小さくな
るような宛先Ｘを決定する（ステップS104）。
【００７１】
　宛先Ｘを決定するために、端末Ｃの同時送信宛先決定部１３０は、例えば信号が宛先に
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到達するために求められる送信電力を考慮することによって、送信待ちのデータの宛先の
集合の中から条件を満たす宛先を探す。例えば、同時送信宛先決定部１３０は、送信待ち
のデータの宛先が優先度順に格納されている送信待ちキューの先頭の宛先から順に、条件
を満たす宛先を探す。
【００７２】
　決定された宛先Ｘは、端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信（第１通信処理）と並列に
実行可能な送信処理（第２通信処理）の宛先である。なお、同時送信宛先決定部１３０は
、データの最終宛先を決定する代わりに、経由されるノードの候補の中から送信先を決定
してもよい。
【００７３】
　次いで、端末Ｃの無線通信制御部１６０は、バックオフ時間が経過しても端末Ａと端末
Ｂの間で実行される通信以外の通信を検出しなかった場合、端末Ｘに到達可能であり、か
つ端末Ａからの通信に対する影響が端末Ｂ側で十分に小さくなる送信電力で、端末Ｘに信
号を送信する（ステップS105）。
【００７４】
　すなわち、無線通信制御部１６０は、端末Ｂでの信号強度が信号強度P(C, X, B)になる
ような送信電力で端末Ｘに信号を送信する。信号を送信した後、端末Ｃは、図３に示す通
信処理を終了する。信号を受信した端末Ｘは、端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信に対
する影響が十分に小さくなる送信電力でCTS を送信する。
【００７５】
　図４は、無線通信システム１０で実行される通信の時間関係の例を示す説明図である。
図４に示す「Ａ→Ｂ」と記載された矩形は、端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信を表す
。また、図４に示す「Ｃ→Ｘ」と記載された矩形は、端末Ｃと端末Ｘの間で実行される通
信を表す。
【００７６】
　ステップS102におけるバックオフ時間は、図４に示すDIFS(DCF Inter Frame Space) と
CW(Contention Windows)の合計時間に相当する。上述したように、端末Ａと端末Ｂの間で
実行される通信は、「DIFS+CW 」のバックオフ時間が経過した後に開始される。
【００７７】
　また、上記の通信が開始されても、端末Ｃは、図４に示すようにバックオフを継続して
実行する。図４に示すvCW は、本実施形態で使用される仮想的なコンテンションウィンド
ウである。
【００７８】
　また、図４に示すxDA は、宛先アドレスの探索処理を表す。また、vPは、信号を送信す
るための送信電力の決定処理を表す。「DIFS+vCW」のバックオフ時間中に、端末Ｃは、xD
A およびvPを終える（ステップS104）。
【００７９】
　次いで、端末Ｃと端末Ｘの間で実行される通信は、「DIFS+vCW」のバックオフ時間が経
過した後に開始される（ステップS105）。通信が開始されると、端末Ｃは、端末Ｘにフレ
ームを転送する。
【００８０】
　なお、端末Ｃが、端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信の先頭フレームを受信し、受信
された先頭フレームに基づいて通信の終了予定時刻を推定することもできる。また、端末
Ｃは、RTS またはCTS に記載されているフレームのフレーム長に基づいて通信の終了予定
時刻を推定してもよい。
【００８１】
　終了予定時刻を推定することによって、端末Ｃは、端末Ｃと端末Ｘの間で実行される通
信を、端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信の推定された終了予定時刻までに終えること
ができる。端末Ｃが通信を推定された終了予定時刻までに終える場合、一般的なDCF 方式
が採用された無線通信と、本実施形態の無線通信との外部から観察された違いが小さくな
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る。
【００８２】
　以下、端末Ｃが推定された終了予定時刻までに通信を終える利点を説明する。図５は、
無線通信システム１０で実行される通信の時間関係の他の例を示す説明図である。
【００８３】
　図５に示す例では、図４に示す例と異なり、端末Ｃと端末Ｘの間で実行される通信が、
端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信が終了した後も実行されている。また、端末Ｃと端
末Ｘの間で通信が実行されている段階で、端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信の終了を
待機している、送信待ち状態の端末Ｙが存在する。
【００８４】
　端末Ｙは、端末Ａからの送信信号を受信でき、かつ端末Ｃからの送信信号を受信できな
い端末である。よって、端末Ｙは、端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信が終了してから
開始されるバックオフ時間が経過した後に、端末Ｃと端末Ｘの間で実行される通信の終了
を待たずに信号の送信を開始する。
【００８５】
　端末Ｙが端末Ｚに送信する信号を端末Ｘが受信すると、信号同士の衝突の発生等、端末
Ｃと端末Ｘの間で実行される通信に影響が及ぶ可能性がある。図５に示す斜線の領域は、
影響が及ぶ可能性がある通信の部分を表す。
【００８６】
　しかし、端末Ｃが通信を推定された終了予定時刻までに終えれば、上記の問題は発生し
ない可能性が高い。端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信の終了予定時刻を推定するため
に、端末Ｃは、例えば端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信で転送されるフレームのフレ
ーム長を参照する。
【００８７】
　参照されたフレーム長を用いて、端末Ｃは、例えば端末Ａと端末Ｂの間で実行される通
信の通信時間を「通信時間＝（フレーム長／通信速度）」と算出する。
【００８８】
　算出された通信時間を用いて、端末Ｃは、例えば端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信
の終了予定時刻を「終了予定時刻＝（端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信の通信開始時
刻＋算出された通信時間）」と算出する。
【００８９】
　なお、端末Ａは、端末Ａと端末Ｂの間で実行される通信の通信時間を、RTS 、CTS 、ま
たはフレームに記載してもよい。端末Ｃは、受信された情報に記載されている通信時間に
基づいて、端末Ｃと端末Ｘの間で実行される通信を、上記のように算出された端末Ａと端
末Ｂの間で実行される通信の終了予定時刻までに終えてもよい。
【００９０】
　本実施形態の無線通信システム１０では、端末Ａ以外で通信が開始された場合であって
も、ステップS103～ステップS105の処理が繰り返し実行されることによって、より多くの
通信が並列に実行される。
【００９１】
　図３に示す例であれば、CTS を受信した他の端末は、既に受信された他のCTS を累積的
に考慮することによって、既存の通信の受信側端末である端末Ｂおよび端末Ｘへの影響が
小さくなる送信電力で信号を送信できる。
【００９２】
　以下、本実施形態の無線通信システムにおける通信の他の例を示す。図６は、無線通信
システム２０で実行される通信の例を示す説明図である。
【００９３】
　図６に示すように、無線通信システム２０は、通信エリアの中心にアクセスポイント２
０１を含む。また、上述したように、図６に示す各端末が中心である破線の円は、無線通
信で送信される電波の到達範囲を表す。
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【００９４】
　例えば、到達範囲２００１は、アクセスポイント２０１が送信する電波の到達範囲であ
る。また、到達範囲２００２は、端末２０２が送信する電波の到達範囲である。
【００９５】
　本例では、アクセスポイント２０１に対して端末２０２が信号を送信した場合、端末２
０２の送信処理に続いて端末２０３、端末２０４、端末２０５が順に送信処理を実行する
。なお、各送信処理は、並列に実行される。
【００９６】
　図６に示す例では、以下のように送信処理が実行される。バックオフを終了した端末２
０２が、RTS をアクセスポイント２０１に送信する。RTS を受信したアクセスポイント２
０１は、通信エリアにおける到達範囲２００１内の全ての端末にCTS を送信する。
【００９７】
　なお、アクセスポイント２０１が送信したCTS には、端末２０２からの信号を受信した
時の信号強度と、信号の送信元が端末２０２であることを示す情報が格納されている。な
お、アクセスポイント２０１は、CTS 以外のフレームに上記の情報を格納してもよい。
【００９８】
　端末２０２は、受信されたCTS が示す信号強度を参照して、端末２０２の送信電力との
差分に基づいて信号の減衰量を推定する。次いで、端末２０２は、アクセスポイント２０
１に到達した信号の信号強度がアクセスポイント２０１の最低受信感度よりも高くなるよ
うな送信電力を算出する。
【００９９】
　次いで、端末２０２は、算出された送信電力でアクセスポイント２０１に信号を送信す
る。なお、端末２０２は、算出されたアクセスポイント２０１用の送信電力を記憶する。
また、端末２０２は、事前に全ての端末用の送信電力を算出し、算出された送信電力を記
憶してもよい。
【０１００】
　端末２０２以外のCTS を受信した通信エリアにおける到達範囲２００１内の各端末は、
バックオフを継続して実行する。バックオフを継続して実行している各端末は、過去のCT
S の授受で得られた、アクセスポイント２０１と、他のいくつかの端末に信号が到達可能
な送信電力を記憶している。
【０１０１】
　記憶されている送信電力に基づいて、各端末は、送信キューに格納されている各フレー
ムの宛先のうち、アクセスポイント２０１用の送信電力よりも十分に送信電力が小さい宛
先を選択する。例えば、端末２０３は、アクセスポイント２０１用の送信電力よりも20dB
低い送信電力で信号が送信される宛先である端末２１３を選択する。
【０１０２】
　具体的には、各端末は、アクセスポイント２０１に受信された時の信号強度がCTS が示
す信号強度よりも小さくなるような送信電力を選択する。また、各端末は、選択された送
信電力で信号が到達可能な宛先を選択する。
【０１０３】
　バックオフを終了した端末は、選択された宛先に選択された送信電力で信号を送信する
。端末２０３の受信側になる端末２１３は、既に検出された実行中の送信処理の対象であ
るアクセスポイント２０１に影響を与えない送信電力でCTS を送信する。上記の処理が繰
り返し実行されることによって、再帰的に複数の送信処理が実行される。
【０１０４】
　図７は、無線通信システム２０で実行される通信の他の例を示す説明図である。図７は
、端末２０２が通信エリア内の全ての端末に到達可能な送信電力で信号を送信する場合の
例を示す。図６に示す到達範囲２００２よりも、図７に示す到達範囲２００２の方が大き
い。
【０１０５】
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　なお、図７に示す端末２０２は、図２に示すような構成の通信端末でなくてもよい。例
えば、端末２０２は、DCF 方式が採用された一般的な通信端末でもよい。すなわち、図７
に示す例は、本実施形態の通信端末１００と、通信エリアを網羅する一般的な通信端末と
が組み合わせられて使用される例である。
【０１０６】
　図７に示す例では、以下のように送信処理が実行される。バックオフを終了した端末２
０２が、送信処理を開始する。本実施形態の端末２０３は、端末２０２による送信処理の
宛先と送信電力を検出する。
【０１０７】
　次いで、端末２０３は、アクセスポイント２０１が端末２０２からの信号を受信した時
の信号強度を推定する。端末２０２の送信電力の範囲が把握できれば、端末２０３は、端
末２０２が所在する位置を大まかに推定できる。
【０１０８】
　図８は、端末２０３による送信端末の位置の推定の例を示す説明図である。例えば、図
８には、端末２０３が推定した端末２０２が所在する可能性の高い範囲Ｅ２０２が太い破
線の円で示されている。
【０１０９】
　Ｅ２０２を推定することによって、端末２０３は、端末２０２からアクセスポイント２
０１までの距離、信号の減衰量、およびアクセスポイント２０１が信号を受信した時の信
号強度の範囲も併せて推定できる。
【０１１０】
　上記の方法で、端末２０２からのRTS 、または任意の送信信号を受信した各端末は、ア
クセスポイント２０１が信号を受信した時の信号強度を推定する。次いで、各端末は、ア
クセスポイント２０１に受信された時の信号強度が推定された信号強度よりも小さく、か
つ宛先の端末に信号が到達可能な送信電力で信号を送信する。
【０１１１】
　なお、端末２０２の大よその位置を事前に計測することによって、端末２０３は、アク
セスポイント２０１が信号を受信した時の信号強度の推定範囲をより狭くできる。すなわ
ち、信号強度の推定精度が高められる。
【０１１２】
　また、Ｅ２０２のような、端末２０２が所在する可能性の高い範囲が２つ推定されると
、端末２０２は、２つの範囲が重複する箇所に所在すると推測される。また、端末２０２
が所在する可能性の高い範囲が３つ推定されると、端末２０２が所在する箇所は、１点に
絞られる。本例では、CTS が用いられなくても、並列に通信が実行される。
【０１１３】
　図９は、無線通信システム２０で実行される通信の他の例を示す説明図である。図９は
、端末２０２が通信エリア内の一部の端末に到達不可能な送信電力で信号を送信する場合
の例を示す。図７に示す到達範囲２００２よりも、図９に示す到達範囲２００２の方が小
さい。
【０１１４】
　図９は、衝突する通信信号が存在する場合にも並列に実行される通信の例を示す。図９
に示す到達範囲２００３は、端末２０３が送信する電波の到達範囲である。
【０１１５】
　図９に示す例では、CTS が使用されないと端末２０２による信号送信を検出できない端
末が存在する。例えば、到達範囲２００２に含まれない端末２０３は、送信信号を端末２
０２からの送信信号と衝突させてしまう可能性がある。
【０１１６】
　ただし、CTS が使用されない場合であっても、通信エリア内の一部の領域では並列に通
信が実行される。例えば、端末２０２による信号送信を検出した端末２０４および端末２
０５は、アクセスポイント２０１における信号強度に影響を与えない送信電力で信号を送
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信できる。また、端末２０３による信号送信を検出した端末２０６は、アクセスポイント
２０１における信号強度に影響を与えない送信電力で信号を送信できる。
【０１１７】
　すなわち、端末２０２による信号送信を検出した端末２０４および端末２０５と、端末
２０３による信号送信を検出した端末２０６は、並列にデータ転送を実行できる。本例で
は、端末２０２からの送信信号と端末２０３からの送信信号が衝突する可能性があるが、
無線通信システム２０に含まれる他の複数の組の端末は、並列に通信を実行できる。
【０１１８】
［効果の説明］
　本実施形態の通信端末１００は、無線通信において他の端末への影響が考慮された通信
方法を提供する。本実施形態の通信端末１００では、同時送信宛先決定部１３０が既に実
行中の通信と並列に信号が送信される宛先の通信装置を決定し、無線通信制御部１６０が
送信タイミングを調整しつつ信号を送信する。よって、本実施形態の通信端末１００は、
通信エリア内で自律分散的な並列通信を実現できる。すなわち、空間あたりの通信容量が
増加する。
【０１１９】
　本実施形態の通信端末１００は、他の端末が通信を実行している間、通信への電波干渉
の影響が十分に小さくなる送信電力と送信信号の宛先を自律分散的に決定する。各通信端
末は、決定された送信電力で、決定された宛先への送信処理を並列に実行する。
【０１２０】
　また、本実施形態の通信端末１００は、既に実行中の通信に対する影響が十分に小さく
なる送信電力を決定し、送信信号の宛先を無線通信エリア内の端末から選択する。よって
、通信端末１００は、既に実行中の通信に対する影響が十分に小さくなる送信電力と無線
通信エリア内の送信信号の宛先を把握できる。
【０１２１】
　本実施形態の通信端末１００が使用されると、無線通信エリア内で複数の組の端末が並
列に通信を実行できる。無線通信エリア内で複数の組の端末が並列に通信を実行できるた
め、空間あたりの無線電波の利用効率が高められる。すなわち、空間あたりの通信容量が
増加する。特に、DCF 方式が採用された通信端末と本実施形態の通信端末１００とが組み
合わせられて使用される場合、空間あたりの通信容量が増加する。
【０１２２】
　また、本実施形態の通信端末１００は、通信相手になる予定の端末からの信号を受信し
た時の信号強度を無線通信エリア内の他の端末に広告する。信号強度が広告されると、無
線通信エリア内の他の端末は、既に実行中の通信の信号を受信した受信側における信号強
度を把握できる。
【０１２３】
　無線通信エリア内の他の端末は、把握された信号強度に基づいて、既に実行中の通信に
対する影響が十分に小さくなる送信電力と送信信号の宛先を決定できる。すなわち、無線
通信エリア内で複数の組の端末が並列に通信を実行できる。
【０１２４】
　本実施形態の無線通信システムには、各端末が周囲の通信状況を観察し、通信が実行さ
れていない場合に自端末が信号を送信する分散的なキャリアセンス通信方式（DCF 通信方
式）が適用される。また、本実施形態の無線通信システムでは、無線メッシュネットワー
クにおけるデータ転送も実現される。
【０１２５】
　なお、本実施形態の通信端末１００は、例えば、非一時的な記憶媒体に格納されている
プログラムに従って処理を実行する中央処理装置(CPU(Central Processing Unit))等のプ
ロセッサによって実現されてもよい。すなわち、アプリ処理部１１０、送受信制御部１２
０、同時送信宛先決定部１３０、電波干渉管理部１５０、および無線通信制御部１６０は
、例えば、プログラム制御に従って処理を実行するCPU によって実現されてもよい。
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【０１２６】
　また、受信信号リスト記憶部１４０は、例えばRAM(Random Access Memory) で実現され
てもよい。
【０１２７】
　また、本実施形態の通信端末１００における各部は、ハードウェア回路によって実現さ
れてもよい。一例として、アプリ処理部１１０、送受信制御部１２０、同時送信宛先決定
部１３０、受信信号リスト記憶部１４０、電波干渉管理部１５０、および無線通信制御部
１６０が、それぞれLSI(Large Scale Integration)で実現される。また、それらが１つの
LSI で実現されていてもよい。
【０１２８】
　次に、本発明の概要を説明する。図１０は、本発明による通信制御装置の概要を示すブ
ロック図である。本発明による通信制御装置３０は、送信端末と受信端末の間で実行され
ている通信処理である第１通信処理と並列に実行可能な通信処理である第２通信処理を決
定する通信制御装置であって、第２通信処理で送信される信号が受信端末に受信されても
第１通信処理に支障が生じないような信号の送信電力の条件を決定する送信電力決定部３
１（例えば、同時送信宛先決定部１３０）と、決定された条件を満たす送信電力で送信さ
れる信号が到達可能な端末の中から第２通信処理の宛先を決定する宛先決定部３２（例え
ば、同時送信宛先決定部１３０）とを備える。
【０１２９】
　そのような構成により、通信制御装置は、既に実行中の無線通信の無線通信エリア内で
実行中の無線通信に支障を来すことなく無線通信を並列に実行できる。
【０１３０】
　また、送信電力の条件は、第２通信処理で送信される信号の第１通信処理の受信端末で
の信号強度が、第１通信処理で送信された信号の受信端末での信号強度よりも所定の割合
以上小さいことでもよい。
【０１３１】
　そのような構成により、通信制御装置は、受信端末に受信された時の信号強度が十分に
小さくなるような送信電力で信号を送信できる。
【０１３２】
　また、送信電力決定部３１は、第１通信処理の受信端末から転送される、第１通信処理
で送信された信号の受信端末での信号強度を示すデータを用いて送信電力の条件を決定し
てもよい。
【０１３３】
　そのような構成により、通信制御装置は、アクセスポイントが広告したCTS を用いて送
信電力を決定できる。
【０１３４】
　また、送信電力決定部３１は、第１通信処理の送信端末が第１通信処理で送信した信号
を用いて送信電力の条件を決定してもよい。
【０１３５】
　そのような構成により、通信制御装置は、CTS を用いずに送信電力を決定できる。
【０１３６】
　また、通信制御装置３０は、第２通信処理を制御する制御部（例えば、送受信制御部１
２０）を備え、制御部は、第１通信処理の終了予定時刻を推定し、推定された終了予定時
刻までに第２通信処理が終了するように第２通信処理を実行してもよい。
【０１３７】
　そのような構成により、通信制御装置は、DCF 方式が採用された無線通信と外部から観
察された時の差異がないような無線通信を実行できる。
【０１３８】
　また、制御部は、第１通信処理の受信端末から転送される、第１通信処理の実行予定時
間を示すデータを用いて第１通信処理の終了予定時刻を推定してもよい。
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【０１３９】
　そのような構成により、通信制御装置は、第１通信処理の終了予定時刻の推定にかかる
時間を短縮できる。
【０１４０】
　また、第１通信処理の送信端末は、信号を送信した時の送信電力を通信フレームに格納
してもよい。通信フレームを受信した第１通信処理の受信端末は、通信エリアにおける電
波減衰量を推定してもよい。
【０１４１】
　以上、実施形態および実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形
態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成及び詳細には、本願発明のス
コープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
【０１４２】
　この出願は、２０１７年９月２１日に出願された日本特許出願２０１７－１８０９２５
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１４３】
１０、２０　無線通信システム
３０　通信制御装置
３１　送信電力決定部
３２　宛先決定部
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｘ、Ｙ、Ｚ、１００、２０２、２０３、２０４、２０５、２０６、２１３、
９０１　通信端末
１１０　アプリケーション処理部
１２０　送受信制御部
１３０　同時送信宛先決定部
１４０　受信信号リスト記憶部
１５０　電波干渉管理部
１６０　無線通信制御部
２０１、９０２　アクセスポイント
１００１、１００２、１００３、２００１、２００２、２００３、９００１、９００２　
到達範囲
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